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災害時におけるＬＰガス等の調達に関する協定書

明和町(以下「甲」という。)と三重県伊勢ＬＰガス協議会(以下「乙」という。)とは、一般

社団法人三重県 LP ガス協会と三重県が平成２５年４月１日締結した「災害時におけるＬＰガ

スの供給に関する協定書第 1 条第 2 項」に基づき、明和町に地震、風水害その他による災害

が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の緊急用ＬＰガス等の調達

について、協定を締結する。

（趣旨）

第 1 条 この協定は、災害時における緊急用ＬＰガスの調達について、甲の要請に対する乙の

協力に関して、必要な事項を定めるものとする。

（協力体制の確保）

第２条 災害時に必要なＬＰガスの調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対して情報の提

供及び必要な要請を行い、乙は、それを受け可能な限り必要な対応を行うものとする。

（ＬＰガスの範囲）

第３条 この協定の対象となる緊急用ＬＰガスは、容器、カセットコンロ、燃焼機器等ＬＰガ

スを燃料として使用するために必要な器具を含むものとする。

（要綱）

第４条 甲は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対し、緊急用ＬＰ

ガスの供給を要請することができるものとする。

(1)甲において災害が発生し、甲の自治会等からＬＰガス調達の斡旋を求められたとき又は

甲自ら調達の必要を認めたとき。

(2)甲外の災害に関し、甲を経由し国又は三重県からＬＰガス調達の斡旋を求められたとき。

2 前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急の場合で文書によること

ができないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の措置）

第５条 乙は、前条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するために、速やかに必要な

措置をするとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

（搬送及び引渡し）

第６条 乙は、緊急用ＬＰガスの搬送及び引渡しについては、甲の指示に従うものとする。

2 緊急用ＬＰガスの搬送は原則として乙が行うものとし、甲の指定する場所で甲が指定する

者の確認を受けた上、甲が指定する者に引き渡すものとする。

（価格）

第７条 乙が第５条の処置に要した費用（器具設置、接続を含む）は、甲が負担する。

2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲、乙協議のうえ決定す

るものとする。

（代金の支払）

第８条 乙が供給した緊急用ＬＰガスの代金の支払方法等は、甲と乙との協議によるものとし、

甲は、その支払に責任を負うものとする。



（補償）

第９条 甲は、第５条の規定に基づき甲又は乙の指示により従事したものが、その責に帰する

事ができない事由により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったと

きは、三重県条例（昭和３７年１０月１３日三重県条例第４６号災害に伴う応急処置の業

務に従事した者に対する損害補償に関する条例）の規定を準用しその損害を補償する。

（現有数量の把握）

第１０条 乙は、毎年３月３１日現在の供給可能なＬＰガスの数量を把握しておくものとする。

（防災力の向上）

第 1１条 乙は、協会活動を通じて、日常的にＬＰガスの備蓄、緊急時対応設備の整備等会員

の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。

（情報交換）

第１２条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に

定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には

直ちに相手方に報告するものとする。

（協議事項）

第 1３条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項で必要

が生じたときは、甲・乙協議の上定めるものとする。

（有効期間）

第 1４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の３カ月前までに甲・乙いずれからもなんら意思表示がない場合は、さらに

１カ年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有す

るものとする。

平成２７年３月６日

            甲   三重県多気郡明和町大字馬之上 945 番地

                 明和町

                明和町長

  

                                       

            乙   三重県伊勢市二見町今一色１１１

                （有限会社中伝商店内）

三重県伊勢ＬＰガス協議会

             会  長  

               

                                  



No
年  月  日

物資発注書（緊急用 LPガス）

        様

                   明和町災害対策本部

担当者（部署・氏名）     

TEL
FAX
  

災害時におけるＬＰガス等の調達に関する協定第 4条に基づき、下記の物資の供給

についてご協力をお願いいたします。

調達する物資名 規格 数量 引渡場所
引き渡す者

（氏名等）



年  月  日

連絡責任者届

        様

                   

担当者（所属・氏名）     

TEL
FAX

  

連絡責任者を下記のとおり定めましたので届出いたします。

連絡責任者 TEL FAX
事務担当     課

緊急対応     班


